
  ☆定額減税住民税について・続編 R6.5.14

　

　会員の皆様、お疲れ様です。

4月に定額減税所得税Q&Aを送らせていただきました。皆様の業務に役立ったのか、正

直、不安しかありませんが、住民税でわかった点をお知らせ致します。

①非課税給付金と混同されている場合があるかと思います。

　 R4年度の申告において非課税給付金を貰っていて、R5年においても給付を受けてい

　 る者に対しては、それで給付は完結で、定額減税給付金は無いとのことです。

②R5に新たに所得割が無い者(世帯で考えるので、本人に所得割が無くても、配偶者や

　 他の家族に所得割がある場合を除く）に関しては、定額減税給付金10万円の給付と、

　 R6の年末調整や確定申告において、所得税の定額減税3万円の減税が出来るとのこ

　 とです。

　 例としては、R5は失業していて、R6に就職した場合や、R5は赤字でR6が黒字の事業

　 所得者等。

　 どこが、定額減税なのか？？疑義は残りますが。

③②の補足ですが、R5において本人が所得割の無い者でも、家族に所得割が出る者が

　 居れば、10万円の定額減税給付金は支給されません。

　 この場合、当然にR6の住民税はゼロになりますが、1万円の定額減税の恩恵は受けら

　 れないこととなります。

　 市役所の方が言うには、所得割の出ている家族の扶養になれば、その家族から定額

　 減税⇒調整給付は出来る・・ですが、例えば、夫が事業所得で所得割無し、妻がパート

　 トで所得割ありで考えると、妻が6/1までに会社に扶養控除等申告書を提出すれば、所

　 得税において、夫の定額減税を受けることは出来るが、R6の確定申告をして、夫が扶

　 養範囲を超える所得があった場合、妻に修正申告の必要が生じます。

　 ここが、所得税と住民税の大きな違いなのか、市役所の方は、修正申告(所得税）のこ

　 とまでは考慮されてません。

　 夫が定額減税の恩恵を受けるには、妻の扶養に入れば問題ないの一点張りでした。
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④6/1が基準日なので、住民税確定⇒全国一斉に定額減税処理を行うが、給付金に関

　 しては、市区町村の大小や、外注委託の有無によって、世帯にお知らせが届くのは、

　 早くて夏頃、遅くて秋頃となり、時期は大きく変わります。

　以上、泉佐野市役所及び堺市役所に問い合わせたマニアックな内容です。

余計に、皆様を悩ませることになるかもしれませんが、②～④は顧問先さんから、質問

がありそうなことで、「地方税は知らない」では済まないと思った次第です。

また、住民税は、各市区町村ごとに内容が若干違ったりしますし、Q&Aを読むのも一苦

労だと思いました。

　《参考資料》定額減税・調整給付　対象となりうる措置の判定

　　　　　支　部　長　　　　　　　　　　　木戸　朋宏

　　　　　調査研究委員会副支部長　大和屋　佐奈枝
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